
資料 1

三重県議会個人情報保護条例案について

第 1 内容

議会の事務の適正かっ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護

するため、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止等を求める

個人の権利を明らかにするとともに、議会における個人情報の取扱いに

関し必要な事項を定めるものである。

第2 施行期日

令和 5年4月1日から施行するn ただし、附則第4項の規定は、刑法等

の一部を改正する法律(令和4年法律第 67号)の施行の日から施行する。
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(
第
五
十
四
条
|
第
五
十
八
条
)

附
則

第

一

章

総

烈

(
目
的
)

第
一
条
こ
の
条
例
は
、
三
重
県
議
会
(
以
下
「
議
会
」
と
い
う
。
)
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
議
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
等

を
求
め
る
個
人
の
権
利
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
議
会
の
事
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図

り
つ
つ
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
定
義
)

第
二
条
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

p
h
司
令
。

個
人
情
報

ヤ
勺
ノ
。

生
存
す
る
他
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い

イ
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
(
文
書
、
図
爾
宥
し
く
は
電
磁
的

記
録
(
電
磁
的
方
式
(
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
を
い
う
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
)
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
以
下
関
じ
。
)

に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ
た
一

切
の
事
項
(
個
人
識
別
符
号
を
除
く
。
)
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す

ι。



る
こ
と
が
で
き
る
も
の
(
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
、
が
で
き
、

人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
)

ロ
個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の

二
個
人
識
別
符
号
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
の
う
ち
、
議

長
、
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。

イ
特
定
の
偲
人
の
身
体
の
一
部
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、

番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

ロ
偲
人
に
提
供
さ
れ
る
役
務
の
利
用
若
し
く
は
個
人
に
販
売
さ
れ
る
商
品
の
購
入
に
関
し
割
り
当

て
ら
れ
、
又
は
個
人
に
発
行
さ
れ
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
書
類
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
電
磁
的
方

式
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
若
し
く
は

購
入
者
又
は
発
行
を
受
け
る
者
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
割
り
当
て
ら
れ
、
又
は
記
載

さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
利
用
者
若
し
く
は
購
入
者
又
は
発
行
を
受

け
る
者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

一
一
一
保
有
個
人
情
報
議
会
の
事
務
局

(μ
下
単
に
「
事
務
局
」
と
い
う
。
)
の
職
員
(
以
下
こ
の
章
か

ら
第
三
章
ま
で
及
び
第
六
章
に
お
い
て
「
職
員
」
と
い
う
。
)
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
個

人
情
報
で
あ
っ
て
、
職
員
が
組
織
約
に
利
用
す
る
も
の
と
し
て
、
議
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
を
い

う
。
た
だ
し
、
三
重
県
公
文
書
等
管
理
条
例
(
令
和
一
元
年
三
重
県
条
例
第
二
十
五
号
)
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
公
文
書
(
以
下
単
に
「
公
文
書
」
と
い
う
。
)
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

四
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
保
有
個
人
情
報
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

い加つ。

そ
れ
に
よ
り
特
定
の
僧

イ
一
定
の
事
務
の
自
的
を
達
成
す
る
た
め
に
特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検

帯
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の

ロ
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
一
定
の
事
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
氏
名
、
生
年
月
日
、
そ

の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
容
易
に
検
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系

的
に
構
成
し
た
も
の

五
本
人
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
を
い
う
。

ム
ハ
仮
名
加
工
情
報
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
区
分
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
て

他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
個
人
情
報
を
加

工
し
て
得
ら
れ
る
個
人
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。

イ
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
個
人
情
報
当
該
個
人
情
報
に
含
ま
れ
る
記
述
等
の
一
部
を
削
除
す
る

こ
と
(
当
該
一
部
の
記
述
等
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の

記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。
)
。

ロ
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
個
人
情
報
当
該
個
人
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
識
別
符
号
の
全
部
を
削

除
す
る
こ
と
(
当
該
個
人
識
別
符
号
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ

り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。
)
。

七
匿
名
加
工
情
報
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
区
分
に
定
め
る
措
霞
を
講
じ
て

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
個
人
情
報
を
加
工
し
て
得
ら
れ
る
偲
人
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
俗
人
情
報
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
を
い
う
。

イ
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
個
人
情
報
当
該
個
人
情
報
に
含
ま
れ
る
記
述
等
の
一
部
を
削
除
す
る

こ
と
(
当
該
一
部
の
記
述
等
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の

.to 



記
述
等
に
霞
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。
)
。

ロ
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
傭
人
情
報
当
該
個
人
情
報
に
含
ま
れ
る
偶
人
識
別
符
号
の
全
部
を
削

除
す
る
こ
と
(
当
該
個
人
識
別
符
号
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ

り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。
)
。

八
個
人
関
連
情
報
生
存
す
る
個
人
に
演
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
個
人
情
報
、
仮
名
加
工
情
報
及
び

壁
名
加
工
情
報
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。

九
特
定
個
人
情
報
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
億
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
法
」
と
い
う
。
)
第
二
条
第
八
項
に
規
定

す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。

十
独
立
行
政
法
人
等
独
立
行
政
法
人
通
則
法
(
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
)
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
五
年
l

法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
)
別
表
第
一
に
掲
げ
る
法
人
を
い
う
。

十
一
地
方
独
立
行
政
法
人
地
方
独
立
行
政
法
人
法
(
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
)
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。

(
議
会
の
責
務
)

第
一
一
一
条
議
会
は
、
こ
の
条
例
の
罰
的
を
達
成
す
る
た
め
、
そ
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い

が
確
保
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
億
人
情
報
等
の
取
扱
い

(
侭
人
情
報
の
保
有
の
制
限
等
)

第
四
条
議
会
は
、
個
人
情
報
を
保
有
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
(
条
例
を
含
む
。
第
十
二
条
第
二
項

第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
四
章
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を

遂
行
す
る
た
め
必
要
な
場
合
に
限
り
、
か
っ
、
そ
の
利
用
の
自
的
を
で
き
る
限
り
特
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

2
議
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目
的
(
以
下
「
利
用
目
的
」
と
い
う
。
)
の
達
成

に
必
要
な
範
屈
を
超
え
て
、
個
人
情
報
を
保
有
し
て
は
な
ら
な
い
。

3

議
会
は
、
利
用
目
的
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
変
更
前
の
利
用
目
的
と
相
当
の
関
連
性
を
有
す
る
と

合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
超
え
て
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

(
利
用
目
的
の
明
示
)

第
五
条
議
会
は
、
本
人
か
ら
直
接
書
面
(
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
)
に
記
録
さ
れ
た
当
該
木
人
の
個
人
情

報
を
取
得
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
本
人
に
対
し
、
そ
の
利
用
目
的

を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
に
緊
急
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

二
利
用
目
的
を
本
人
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
人
又
は
第
三
者
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他

の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

一
一
一
利
用
図
的
を
本
人
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
県
以
外
の

地
方
公
共
団
体
文
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
行
う
事
務
又
は
事
業
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

四
取
得
の
状
況
か
ら
み
て
利
用
目
的
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

(
不
適
正
な
利
用
の
禁
止
)

第
六
条
議
会
は
、
違
法
又
は
不
当
な
行
為
を
助
長
し
、
又
は
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
方
法
に
よ
り
偲

ιn 



人
情
報
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
適
正
な
取
得
)

第
七
条
議
会
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
個
人
情
報
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
正
確
性
の
確
保
)

第
八
条
議
会
は
、
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
保
有
個
人
情
報
が
過
去
又
は
現
在
の
事
実

と
合
致
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
安
全
管
理
措
置
)

第
九
条
議
長
は
、
保
有
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毅
損
の
防
止
そ
の
他
の
保
有
個
人
情
報
の
安

全
管
理
の
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
前
項
の
規
定
は
、
議
会
に
係
る
偲
人
情
報
の
取
扱
い
の
委
託
(
ニ
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含

む
。
)
を
受
け
た
者
が
受
託
し
た
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す

マ匂。(
従
事
者
の
義
務
)

第
十
条
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
前
条
第
二
項
の
業
務
に

従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
又
は
議
会
に
お
い
て
偶
人
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
し
て

い
る
派
遣
労
働
者
(
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る

法
律
(
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
)
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
第
五
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
派
遣
労
働
者
は
、
そ
の
業
務
に
関

し
て
知
り
得
た
個
人
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な

ら
な
い
。

(
漏
え
い
等
の
通
知
)

第
十
一
条
議
長
は
、
保
有
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
殺
損
そ
の
他
の
保
有
個
人
情
報
の
安
全
の
確

保
に
係
る
事
態
で
あ
っ
て
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
も

の
が
生
じ
た
と
き
は
、
本
人
に
対
し
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
回
目
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
本
人
へ
の
通
知
が
函
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
必
要
な
こ
れ
に

代
わ
る
べ
き
措
援
を
と
る
と
き
。

二
当
該
保
有
個
人
情
報
に
第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
情
報
の
い
ず
れ
か
が
含
ま
れ
る
と
き
。

(
利
用
及
び
提
供
の
制
限
)

第
十
二
条
議
会
は
、
法
令
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報

を
自
ら
利
用
し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
会
は
、
議
長
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と

き
は
、
利
用
目
的
以
外
の
問
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
保
有
偲
人
情
報
を
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
自
ら
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
又
は
第
三
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
、
又
は
本
人
に
提
供
す
る
と
き
。

二
議
会
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
畑
山
度
で
保
有
倒
人
情
報

を
内
部
で
利
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
柁
当
の
理

由
が
あ
る
と
き
。

乞宮、



4 

知
事
、
教
育
委
員
会
、
公
安
委
員
会
、
警
察
本
部
長
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
監
資
委
員
、
人
事
委

員
会
、
労
働
委
員
会
、
収
用
委
員
会
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
若
し
く

は
公
営
企
業
管
理
者
、
県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
、
他
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
他
の

地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
、
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
文
は

独
立
行
政
法
人
等
に
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
保
有
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け

る
者
が
、
法
令
の
定
め
る
事
務
又
は
業
務
の
遂
行
に
必
要
な
限
度
で
提
供
に
係
る
個
人
情
報
を
利
用

し
、
か
っ
、
当
該
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
。

四
前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
専
ら
統
計
の
作
成
又
は
学
術
研
究
の
問
的
の
た
め
に
保
有
価
人

情
報
を
提
供
す
る
と
き
、
本
人
以
外
の
者
に
提
供
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
本
人
の
利
益
に
な
る
と
き
、

そ
の
他
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
。

前
項
の
規
定
は
、
保
有
個
人
情
報
の
利
用
又
は
提
供
を
制
制
限
す
る
他
の
条
例
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ

る
も
の
で
は
な
い
。

議
長
は
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
特
ほ
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
保
有
個
人
情

報
の
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
議
会
の
内
部
に
お
け
る
利
用
を
事
務
局
の
特
定
の
課
又
は
職
員

に
限
る
も
の
と
す
る
。

保
有
特
定
偶
人
情
報
(
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
、
融
制
員

が
組
織
的
に
利
用
す
る
も
の
と
し
て
、
議
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
で
、
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る

も
の
を
い
う
。
)
に
関
し
て
は
、
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
一
二
十
条
の
規
定
は
適
用
し
な

い
も
の
と
し
、
次
の
表
の
上
械
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
間
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

3 5 
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第第

一一号十

九
条

第

項

第
十

条
第

項
及
び
第

項

番 を規
号 い定
法 うす
第 J る
十 に特
九 言己定
条 録個

さ人
れ情
て報
いフ
るア
とイ
きノレ

(
保
有
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
す
る
措
置
要
求
)

第
十
三
条
議
長
は
、
利
用
目
的
の
た
め
に
又
は
前
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
保
有
他
人
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
保
有
個
人
情
報

の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
し
、
提
供
に
係
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
目
的
若
し
く
は
方
法

の
制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限
合
付
し
、
又
は
そ
の
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理

の
た
め
に
必
要
な
措
援
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

(
個
人
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
す
る
措
置
要
求
)

第
十
四
条
議
長
は
、
第
三
者
に
個
人
関
連
情
報
を
提
供
す
る
場
合
(
当
該
第
三
者
が
当
該
個
人
関
連
情

報
を
億
人
情
報
と
し
て
取
得
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
)
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
提
供
に
係
る
個
人
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
日
約
若

し
く
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限
を
付
し
、
又
は
そ
の
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
個
人
関
連
情

報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

(
仮
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
義
務
)

第
十
五
条
議
会
は
、
法
令
に
基
づ
く
場
合
を
除
く
ほ
か
、
仮
名
加
工
情
報
(
個
人
情
報
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
第
三
者
(
当
該
仮
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
の

委
託
を
受
け
た
者
を
徐
く
。
)
に
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

2

議
長
は
、
そ
の
取
り
扱
う
仮
名
加
工
情
報
の
漏
え
い
の
訪
止
そ
の
他
仮
名
加
工
情
報
の
安
全
管
理
の

た
め
に
必
婆
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

議
会
は
、
仮
名
加
工
情
報
そ
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
当
該
仮
名

加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
個
人
情
報
に
係
る
本
人
を
識
別
す
る
た
め
に
、
削
除
情
報
等
(
仮
名

加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
個
人
情
報
か
ら
削
除
さ
れ
た
記
述
等
及
び
傭
人
識
別
符
号
並
び
に
法

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
加
工
の
方
法
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。
)
を
取
得
し
、
又

は
当
該
仮
名
加
工
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

4

議
会
は
、
仮
名
加
工
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
電
話
を
か

け
、
郵
便
若
し
く
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九

号
)
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書

便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
使
に
よ
り
送
付
し
、
電
報
を
送
達
し
、
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
装
置
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
(
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
議
長
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
)
を
用
い
て
送
信
し
、
又
は
住
居
を
訪
問
す

る
た
め
に
、
当
該
仮
名
加
工
情
報
に
含
ま
れ
る
連
絡
先
そ
の
他
の
情
報
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

5

前
各
項
の
規
定
は
、
議
会
に
係
る
仮
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
の
委
託
(
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委

託
を
含
む
。
)
を
受
け
た
者
が
受
託
し
た
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
義
務
)

第
十
六
条
議
会
は
、
匿
名
加
工
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
当

該
匿
名
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
僧
人
情
報
に
係
る
本
人
を
識
別
す
る
た
め
に
、
当
該
個
人
情

報
か
ら
削
除
さ
れ
た
記
述
等
若
し
く
は
個
人
識
別
符
号
若
し
く
は
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

。。



り
行
わ
れ
た
加
工
の
方
法
に
関
す
る
情
報
を
取
得
し
、

し
で
は
な
ら
な
い
。

2

議
会
は
、
匿
名
加
工
情
報
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
議
長
が
定
め
る
基
準

に
従
い
、
匿
名
加
工
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
震
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
前
二
項
の
規
定
は
、
議
会
に
係
る
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
の
委
託
(
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委

託
を
含
む
。
)
を
受
け
た
者
が
受
託
し
た
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

第
十
七
条
議
長
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
会
が
保
有
し
て
い
る
億
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
議
長
が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
(
以
下
「
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル
簿
」
と
い
う
。
)
を
作
成
し
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

二
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
利
用
に
供
さ
れ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
総
織
の
名
称

三
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
利
用
目
的

四
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
項
目
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
録
項
目
」
と
い
う
。
)
及

び
本
人
(
他
の
個
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
ら
な
い
で
検
索
し
得
る
者
に
限
る
。

次
項
第
一
号
へ
に
お
い
て
同
じ
。
)
と
し
て
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
個
人
の
範
囲
(
次
項

第
二
号
に
お
い
て
「
記
録
範
囲
」
と
い
う
。
)

五
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
個
人
情
報
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
録
情
報
」
と
い
う
。
)

の
収
集
方
法

六
記
録
情
報
に
要
配
慮
個
人
情
報
(
本
人
の
人
種
、
信
条
、
社
会
的
身
分
、
病
歴
、
犯
罪
の
経
歴
、

犯
罪
に
よ
り
害
を
被
っ
た
事
実
そ
の
他
本
人
に
対
す
る
不
当
な
差
別
、
偏
見
そ
の
他
の
不
利
益
が
生

じ
な
い
よ
う
に
そ
の
取
扱
い
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
も
の
と
し
て
議
長
が
定
め
る
記
述
等
が
含
ま
れ

る
個
人
情
報
を
い
う
。
)
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

七
記
録
情
報
を
議
会
以
外
の
者
に
経
常
的
に
提
供
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
提
供
先

八
次
条
第
一
項
、
第
一
ニ
+
二
条
第
一
項
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
理
す
る

組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

九
第
三
十
二
条
第
二
慌
た
だ
し
書
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き
は
、

己
日

又
は
当
該
匿
名
加
工
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合

そ
の

2 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
伺
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

イ
議
会
の
議
員
若
し
く
は
議
員
で
あ
っ
た
者
文
は
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
個
人

情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、
議
員
報
献
、
給
与
又
は
報
酬
、
権
利
厚
生
に
関
す

る
事
項
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
(
議
長
が
行
う
職
員
の
採
用
試
験
に
関

す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
含
む
o

)

ロ
専
ら
試
験
的
な
電
子
計
算
機
処
理
の
用
に
供
す
る
た
め
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

ハ
一
年
以
内
に
消
去
す
る
こ
と
と
な
る
記
録
情
報
の
み
を
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

ニ
資
料
そ
の
他
の
物
品
若
し
く
は
金
銭
の
送
付
又
は
業
務
上
必
要
な
連
絡
の
た
め
に
利
用
す
る
記

録
情
報
を
記
録
し
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
送
付
又
は
連
絡
の
相
手
方
の
氏
名
、
住
所

そ
の
他
の
送
付
又
は
連
絡
に
必
要
な
事
項
の
み
を
記
録
す
る
も
の

職
員
が
学
術
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
そ
の
発
r

意
に
基
づ
き
作
成
し
、

ホ

文
は
取
得
す
る
個
人
情

( 0  



報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
記
録
情
報
を
専
ら
当
該
学
術
研
究
の
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
も
の

へ
本
人
の
数
が
議
長
が
定
め
る
数
に
満
た
な
い
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

ト
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
議
長
が
定
め
る
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル

二
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
記
録
情
報
の
全
部
又

は
一
部
を
記
録
し
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
目
的
、
記
録
項
目
及
び
記
録
範
囲

が
当
該
公
表
に
係
る
こ
れ
ら
の
事
項
の
範
囲
内
の
も
の

三
前
号
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
議
長
が
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

3

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
は
、
記
録
項
目
の
一
部
若
し
く
は
河
項
第
五
号
若
し
く
は
第

七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
傭
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
記
載
し
、
又
は
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
偲
人
情
報
フ

ァ
イ
ル
簿
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
目
的
に
係
る
事
務
又
は
事
業
の
性
質
上
、
当
該
事
務
又
は

事
業
の
適
正
な
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
記
録
項
目
の

一
部
若
し
く
は
事
項
を
記
載
せ
ず
、
文
は
そ
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
掲
載

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
等

第

一

節

開

示

(
開
示
請
求
権
)

第
十
八
条
何
人
も
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
に
対
し
、
議
会
の
保
有
す
る
自
己
を

本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
誇
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人
又
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
(
以
下
こ
の

章
に
お
い
て
「
代
理
人
」
と
総
称
す
る
。
)
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
(
以

下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
)
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
開
示
請
求
の
手
続
)

第
十
九
条
間
開
示
誇
求
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
(
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
開
示
請
求

警
」
と
い
う
。
)
を
議
長
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
開
示
誇
求
を
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

二
代
理
人
に
よ
る
開
示
請
求
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
本
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

三
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
の
名
称
そ
の
他
の
開
示
請
求
に
係

る
保
有
個
人
情
報
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
開
示
請
求
を
す
る
者
は
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
開
示
請
求
に

係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
で
あ
る
こ
と
(
前
条
第
二
墳
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
に
あ
っ
て
は
、
開

示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
代
理
人
で
あ
る
こ
と
)
を
示
す
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

議
長
は
、
開
示
誇
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
示
請
求
を
し
た
者
(
以
下

こ
の
章
に
お
い
て
「
開
示
請
求
者
」
と
い
う
。
)
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
議
長
は
、
開
示
誇
求
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情

報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
保
有
個
人
情
報
の
開
示
義
務
)

第
二
十
条
議
長
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、

掲
げ
る
情
報
(
以
下
「
不
開
示
情
報
」
と
い
う
。
)

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
次
の
各
号
に

の
い
ず
れ
か
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
開
示

ー品
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請
求
者
に
対
し
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
開
示
請
求
者
(
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
代
理
人
が
本
人
に
代
わ
っ
て
開
示
請
求
を
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
本
人
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
、
次
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
審
問
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
情
報

二
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
に
関
す
る
情
報
(
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
を
除

く
。
)
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
開
示
請
求
者

以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
(
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
開

示
誇
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
)
若
し
く

は
個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の
又
は
開
示
誇
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
お
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
除
く
。

イ
法
令
の
規
定
に
よ
り
又
は
慣
行
と
し
て
開
示
請
求
者
が
知
る
こ
と
が
で
き
、
又
は
知
る
こ
と
が

予
定
さ
れ
て
い
る
情
報

ロ
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
開
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
情
報

ハ
当
該
億
人
が
公
務
員
等
(
隈
家
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
)
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
国
家
公
務
員
(
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法

人
の
役
員
及
び
職
員
を
除
く
。
)
、
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
及
び
職
員
、
地
方
公
務
員
法
(
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
)
第
二
条
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人

の
役
員
及
び
職
員
を
い
う
。
)
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
が
そ
の
職
務
の
遂
行
に
係
る
情

報
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
当
該
公
務
員
等
の
職
及
び
当
該
職
務
遂
行
の
内
容
に
係

る
部
分

三
法
人
そ
の
他
の
団
体
(
圏
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
を
除

ぐ
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
)
に
演
す
る
情
報
又
は
開
示
請
求
者
以
外
の
事
業

を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
。
た
だ
し
、
人
の
生
命
、

健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
開
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
を

除
く
。

イ
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
法
人
等
又
は
当
該
個
人
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当

な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

口
議
会
の
要
誇
を
受
け
て
、
開
示
し
な
い
と
の
条
件
で
任
意
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
法

人
等
又
は
個
人
に
お
け
る
通
例
と
し
て
間
開
示
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
の
当
該
条

件
を
付
す
る
こ
と
が
当
該
情
報
の
性
質
、
当
時
の
状
況
等
に
照
ら
し
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の

四
議
長
が
第
二
十
四
条
各
項
の
決
定
(
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
間
開
示
決
定
等
」
と
い
う
。
)
を
す
る

場
合
に
お
い
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
又
は
捜
査
、
公
訴
の
維
持
、
刑
の

執
行
そ
の
他
の
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
議
長
が
認
め
る
こ

と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
情
報

玉
県
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
の
内

部
又
は
相
互
聞
に
お
け
る
審
議
、
検
討
又
は
協
議
に
開
国
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ

り
、
率
直
な
意
見
の
交
換
若
し
く
は
意
思
決
定
の
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
、
不
当
に

4 
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県
民
等
の
間
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
又
は
特
定
の
者
に
不
当
に
利
益
を
与
え
若
し
く
は
不
利

畿
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

六
県
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
県
以
外
の
地
方
公
共
図
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
行

う
事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
お
そ
れ
そ
の

他
当
該
事
務
又
は
事
業
の
性
質
上
、
当
該
事
務
又
は
事
業
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
も
の

イ
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
、
他
国
若
し
く
は
国
際
機
関
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お

そ
れ
又
は
他
国
若
し
く
は
国
際
機
関
と
の
交
渉
上
不
利
益
を
被
る
お
そ
れ

ロ
監
査
、
検
査
、
取
締
り
、
試
験
又
は
租
税
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
に
係
る
事
務
に
演
し
、
正
確

な
事
実
の
把
握
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ
又
は
違
法
若
し
く
は
不
当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
若
し
く

は
そ
の
発
見
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ

ハ
契
約
、
交
渉
文
は
争
訟
に
係
る
事
務
に
関
し
、
県
、
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
県
以
外
の
地
方

公
共
間
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
の
財
産
上
の
利
益
又
は
当
事
者
と
し
て
の
地
位
を
不
当
に
害

す
る
お
そ
れ

ニ
調
室
研
究
に
係
る
事
務
に
関
し
、
そ
の
公
正
か
つ
能
率
的
な
遂
行
を
不
当
に
阻
害
す
る
お
そ
れ

ホ
人
事
管
理
に
係
る
事
務
に
関
し
、
公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

へ
県
若
し
く
は
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
企
業
、
独
立
行
政
法
人
等
又
は
地
方
独
立

行
政
法
人
に
係
る
事
業
に
関
し
、
そ
の
企
業
経
営
上
の
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ

(
部
分
開
示
)

第
二
十
一
条
議
長
は
、
開
示
誇
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
不
開
示
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
不
同
開
示
情
報
に
該
当
す
る
部
分
を
容
易
に
区
分
し
て
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
開
示
誇
求

者
に
対
し
、
当
該
部
分
を
徐
い
た
部
分
に
つ
き
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
前
条
第
二
号
の
情
報
(
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
)
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
氏
名
、

生
年
月
日
そ
の
他
の
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
記
述

等
及
び
個
人
識
別
符
号
の
部
分
を
除
く
こ
と
に
よ
り
、
間
開
示
し
て
も
、
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
の
権

利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部
分
は
、
同
号
の

情
報
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

h

裁
量
的
開
示
)

第
二
十
二
条
議
長
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
不
開
示
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ

つ
で
も
、
偲
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
特
に
必
婆
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
示
請
求
者
に

対
し
、
当
該
保
有
償
人
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
保
有
個
人
情
報
の
存
否
に
関
す
る
情
報
)

第
二
十
三
条
開
示
請
求
に
対
し
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
保
有
偲
人
情
報
が
存
在
し
て
い
る
か
否
か
を

答
え
る
だ
け
で
、
不
開
示
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
議
長
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の

存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
、
当
該
開
示
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
開
示
請
求
に
対
す
る
措
置
)

第
二
十
四
条
議
長
は
、
開
示
誇
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
す
る
と
き
は
、
そ

の
旨
の
決
定
を
し
、
開
示
誇
求
者
に
対
し
、
そ
の
旨
、
間
開
示
す
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
目
的
及
び
開

示
の
実
施
に
関
し
議
長
が
定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五

ー占

ト。



. 

条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
利
用
目
的
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
議
長
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
を
開
示
し
な
い
と
き
(
前
条
の
規
定
に
よ
り
隣

示
請
求
を
拒
一
台
す
る
と
き
及
び
開
示
請
求
に
係
る
保
有
偲
人
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
と
き
を
含
む
。

第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
開
示
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
そ
の
旨

を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
開
示
決
定
等
の
期
限
)

第
二
十
五
条
開
示
決
定
等
は
、
開
示
誇
求
書
が
事
務
局
に
到
達
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

問
項
に
規
定
す
る
期
間
を
三
十
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
議

長
は
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
書
面
に
よ
り
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
開
示
決
定
等
の
期
限
の
特
例
)

第
二
十
六
条
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
開
示
請
求
書
、
が
事
務
局

に
到
達
し
た
日
か
ら
四
十
四
日
以
内
に
そ
の
全
て
に
つ
い
て
開
示
決
定
等
を
す
る
こ
と
に
よ
り
事
務
の

遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
は
、

開
示
請
求
に
係
る
保
有
億
人
情
報
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
開
示
決
定
等
を
し
、

残
り
の
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
相
当
の
期
間
内
に
開
示
決
定
等
を
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
相
場
合
に

お
い
て
、
議
長
は
、
同
条
第
一
一
頃
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

二
残
り
の
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
開
示
決
定
等
を
す
る
期
限

2
前
条
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
に
、
議
長
及
び
副
議
長
が
と
も
に

欠
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
期
間
の
回
数
は
、
同
条
の
期
間
に
算
入
し
な
い
。

(
理
由
付
記
等
)

第
二
十
七
条
議
長
は
、
第
二
十
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
関
一
主
請
求
に
係
る
保
有
偲
人
情
報
の
全
部
を

開
示
し
な
い
と
き
又
は
一
部
を
間
開
示
し
な
い
と
き
は
、
開
示
誇
求
者
に
対
し
、
同
条
各
項
に
規
定
す
る

書
面
に
よ
り
そ
の
理
由
を
一
ホ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
開
示
し
な
い
こ
と
と

す
る
根
拠
規
定
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
規
定
を
適
用
す
る
根
拠
が
当
該
書
面
の
記
載
自
体

か
ら
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
議
長
は
、
当
該
理
由
が
な
く
な
る
期
日
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
き
は
、
そ
の
期
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等
)

第
二
十
八
条
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
県
、
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
県
以
外
の
地
方
公
共

団
体
、
地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
隣
示
請
求
者
以
外
の
者
(
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
六
条
第
二
項
第
三

号
及
び
第
閉
十
七
条
に
お
い
て
「
第
三
者
」
と
い
う
。
)
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
議

長
は
、
開
示
決
定
等
を
す
る
に
当
た
っ
て
、
当
該
情
報
に
係
る
第
三
者
に
対
し
、
議
長
が
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
の
内
容
そ
の
他
議
長
が
定
め
る
事
項
を
通
知
し
て
、
意
見
書

を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
、
が
で
き
る
。

ー品
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議
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
決
定
(
以
下
「
開

示
決
定
」
と
い
う
。
)
に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
開
示
請
求

に
係
る
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
の
内
容
そ
の
他
議
長
が
定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
て
、

意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
第
三
者
の
所
在
が
判
明
し
な

い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
第
二
十
条
第
二
号
ロ
又
は
同
条
第
三
号
た
だ
し
蓄
に
規
定
す
る
情
報

に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ニ
第
三
者
に
演
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
を
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
開
示
し

ょ
う
と
す
る
と
さ
。

3

議
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
第
三
者
が
当
該
第
三
者
に

関
す
る
情
報
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
明
し
た
意
見
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
開
示
決
定
を

す
る
と
き
は
、
開
示
決
定
の
日
と
開
示
を
実
施
す
る
日
と
の
聞
に
少
な
く
と
も
二
週
間
を
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
議
長
は
、
開
示
決
定
後
直
ち
に
、
当
該
意
見
書
(
第
四
十
六
条

に
お
い
て
「
反
対
意
見
書
」
と
い
う
。
)
を
提
出
し
た
第
三
者
に
対
し
、
開
示
決
定
を
し
た
旨
及
び
そ
の

理
由
並
び
に
開
示
を
実
施
す
る
留
を
書
留
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
開
示
の
実
施
)

第
二
十
九
条
保
有
個
人
情
報
の
開
示
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
が
、
文
書
文
は
図
画
に
記
録
さ
れ
て
い

る
と
き
は
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
に
よ
り
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
そ
の
種
別
、
情

報
化
の
進
展
状
況
等
を
勘
案
し
て
議
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
閲
覧
の
方
法
に
よ
る

保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
あ
っ
て
は
、
議
長
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は

図
函
の
保
存
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
写
し
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

議
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
鷺
磁
的
記
録
に
つ
い
て
の
開
示
の
方
法
に
関
す
る
定
め
を
一
般
の

閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

開
示
決
定
に
基
づ
き
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議

長
に
対
し
、
そ
の
求
め
る
開
示
の
実
施
の
方
法
等
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
白
か
ら
三
十
日

以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
内
に
当
該
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
他
の
法
令
に
よ
る
開
示
の
実
施
と
の
調
獲
)

第
三
十
条
議
長
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
開
示
請
求
者
に
対
し
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情

報
が
前
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法
と
同
一
の
方
法
で
開
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
(
開

示
の
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
内
に
限
る
。
)
に
は
、
問
項
本
文
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
当
該
同
一
の
方
法
に
よ
る
開
示
を
行
わ
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
他
の
法
令
の
規
定
に
一
定
の
場
合
に
は
開
示
を
し
な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

2

他
の
法
令
の
規
定
に
定
め
る
開
示
の
方
法
が
縦
覧
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
縦
覧
を
前
条
第
一
項
本
文

の
関
覧
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(
開
示
請
求
の
手
数
料
等
)

2 

..... 
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第
三
十
一
条
開
示
請
求
に
係
る
手
数
料
は
、
無
料
と
す
る
。

2

開
示
請
求
に
係
る
保
有
償
人
情
報
(
第
二
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
写
し
を
含
む
。
)
の
写
し
の
交

付
を
受
け
る
者
は
、
実
費
と
し
て
、
当
該
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
額
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

二

節

訂

正

(
訂
正
請
求
権
)

第
三
十
二
条
何
人
も
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
(
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
第
三
十
九

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
議
長
に
対
し
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
(
追
加
又
は
削
除
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。
)
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
に
関
し
て
他
の

法
令
の
規
定
に
よ
り
特
別
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報

二
開
示
決
定
に
係
る
保
有
個
人
情
報
で
あ
っ
て
、
第
三
十
条
第
一
一
唄
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
関

一
ホ
を
受
け
た
も
の

2

代
理
人
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
の
誇
求
(
以
下
「
訂
正
請
求
」
と
い
う
。
)

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

訂
正
請
求
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
た
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
訂
正
請
求
の
手
続
)

第
三
十
三
条
訂
正
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
(
第
三
項
及
び
第
三
十
六
条
第
一
項

に
お
い
て
「
訂
正
請
求
書
」
と
い
う
。
)
を
議
長
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
訂
正
請
求
を
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

二
代
理
人
に
よ
る
訂
正
請
求
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
木
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

一
一
一
訂
正
請
求
に
係
る
保
有
億
人
情
報
の
開
示
を
受
け
た
日
そ
の
他
当
該
保
有
個
人
情
報
を
特
定
す
る

に
足
り
る
事
項

四
訂
正
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
訂
正
請
求
を
す
る
者
は
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
訂
正
請
求
に

係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
で
あ
る
こ
と
(
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
請
求
に
あ
っ
て
は
、
訂

正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
代
理
人
で
あ
る
こ
と
)
を
示
す
書
類
を
提
示
し
、
文
は
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

議
長
は
、
訂
正
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
訂
正
請
求
を
し
た
者
(
以
下

こ
の
章
に
お
い
て
「
訂
正
請
求
者
」
と
い
う
。
)
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め

る
こ
と
、
が
で
き
る
。

(
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
義
務
)

第
三
十
四
条
議
長
は
、
訂
正
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
訂
正
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
当
該
訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
間
内
で
、
当
該

保
有
侭
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
訂
正
請
求
に
対
す
る
措
置
)

第
三
十
五
条
議
長
は
、
訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を

し
、
訂
正
請
求
者
に
対
し
、
そ
の
国
間
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

議
長
は
、
訂
正
誇
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を
し
、
訂

2 

4 
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正
請
求
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

3

議
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
い
と
き
は
、

請
求
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
書
面
に
よ
り
、
そ
の
理
由
を
一
ホ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
訂
正
決
定
等
の
期
限
)
可

第
三
十
六
条
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
決
定
(
以
下
「
訂
正
決
定
等
」
と
い
う
。
)
は
、
訂
正
請
求
書

が
事
務
局
に
到
達
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
十
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算

入
し
な
い
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
三
十
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
議

長
は
、
訂
正
請
求
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
書
面
に
よ
り
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
訂
正
決
定
等
の
期
限
の
特
例
)

第
三
十
七
条
議
長
は
、
訂
正
決
定
等
に
特
に
長
期
間
を
要
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
将
当
の
期
間
内
に
訂
正
決
定
等
を
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
議
長
は
、
同

条
第
一
一
項
目
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
訂
正
請
求
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
簡
に
よ
り
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

二
訂
正
決
定
等
を
す
る
期
限

2
前
条
の
規
定
に
よ
る
訂
正
決
定
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
に
、
議
長
及
び
副
議
長
が
と
も
に

欠
け
て
い
る
期
聞
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
期
間
の
日
数
は
、
同
条
の
期
間
に
算
入
し
な
い
。

(
保
有
個
人
情
報
の
提
供
先
へ
の
通
知
)

第
一
一
一
十
八
条
議
長
は
、
第
三
十
五
条
第
一
項
の
決
定
に
基
づ
く
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
実
施
し
た
場

合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
提
供
先
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
官
官
官
出
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節
利
用
停
止
等

(
利
用
停
止
等
請
求
権
)

第
三
十
九
条
何
人
も
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
倍
人
情
報
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

思
料
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置

を
誇
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
、
消
去
又
は
提
供
の
停

止
(
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
利
用
停
止
等
」
と
い
う
。
)
に
開
国
し
て
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
特
別
の

手
続
、
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
保
有
さ
れ
て
い
る
と
き
、
第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
て
取
り

扱
わ
れ
て
い
る
と
き
、
第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
又
は
第
十
二
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
き
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
の

停
止
又
は
消
去

ニ
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
と
き

報
の
提
供
の
停
止

2
代
理
人
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
等
の
誇
求

求
」
と
い
う
。
)
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

訂
正

当
該
保
有
個
人
情

(
以
下
「
利
用
停
止
等
請

品。、



3 

保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
た
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

利
用
停
止
等
誇
求
は
、

な
し(

利
用
停
止
等
請
求
の
手
続
)

第
四
十
条
利
用
停
止
等
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
(
第
三
項
及
び
第
四
十
三
条
第

一
項
に
お
い
て
「
利
用
停
止
等
請
求
書
」
と
い
う
。
)
を
議
長
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
利
用
停
止
等
誇
求
を
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

二
代
理
人
に
よ
る
利
用
停
止
等
誇
求
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
本
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

三
利
用
停
止
等
請
求
に
係
る
保
有
他
人
情
報
の
開
示
を
受
け
た
日
そ
の
他
当
該
保
有
個
人
情
報
を
特

定
す
る
に
足
り
る
事
項

閲
利
用
停
止
等
誇
求
の
趣
旨
及
び
理
由

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
停
止
等
請
求
を
す
る
者
は
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
利
用

停
止
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
で
あ
る
こ
と
(
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
等

請
求
に
あ
っ
て
は
、
利
用
停
止
等
請
求
に
係
る
即
時
有
償
人
情
報
の
本
人
の
代
理
人
で
あ
る
こ
と
)
を
示

す
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

議
長
は
、
利
用
停
止
等
誇
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
停
止
等
誇
求
を

し
た
者
(
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
利
用
停
止
等
誇
求
者
」
と
い
う
。
)
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め

て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
等
義
務
)

第
四
十
一
条
議
長
は
、
利
用
停
止
等
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
利
用
停
止
等
請
求
に
理
由

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
会
に
お
け
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

限
度
で
、
当
該
利
用
停
止
等
請
求
に
係
る
保
有
億
人
情
報
の
利
用
停
止
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
保
有
価
人
情
報
の
利
用
停
止
等
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
保
有
価
人
情
報
の
利
用
目

的
に
係
る
事
務
又
は
事
業
の
性
質
上
、
当
該
事
務
又
は
事
業
の
適
正
な
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
利
用
停
止
等
請
求
に
対
す
る
措
置
)

第
四
十
二
条
議
長
は
、
利
用
停
止
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
等
を
す
る
と
き
は
、
そ

の
旨
の
決
定
を
し
、
利
用
停
止
等
誇
求
者
に
対
し
、
そ
の
己
旨
田
を
嵩
書
田
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、υ
2
議
長
は
、
利
用
停
止
等
誇
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
利
照
停
止
等
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
の

決
定
を
し
、
利
用
停
止
等
請
求
者
に
対
し
、
そ
の
国
留
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

議
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
停
止
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
等
を
し
な
い

と
き
は
、
利
用
停
止
等
誇
求
者
に
対
し
、
問
項
に
規
定
す
る
書
面
に
よ
り
、
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(
利
用
停
止
等
決
定
等
の
期
間
限
)

第
四
十
三
条
前
条
第
二
世
及
び
第
二
項
の
決
定
(
以
下
「
利
用
停
止
等
決
定
等
」
と
い
う
。
)
は
、
利
用

停
止
等
請
求
書
が
事
務
局
に
到
達
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第

四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当

該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
は
、
事
務
処
理
上
の
殴
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

問
項
に
規
定
す
る
期
間
を
三
十
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
議

品

、斗



長
は
、
利
用
停
止
等
請
求
者
に
対
し
、

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
利
用
停
止
等
決
定
等
の
期
限
の
特
例
)

第
四
十
四
条
議
長
は
、
利
用
停
止
等
決
定
等
に
特
に
長
期
間
を
要
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
当
の
期
間
内
に
利
用
停
止
等
決
定
等
を
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

議
長
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
利
用
停
止
等
誇
求
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

二
利
用
停
止
等
決
定
等
を
す
る
期
限

2
前
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
等
決
定
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
に
、
議
長
及
び
副
議
長
が

と
も
に
欠
け
て
い
る
期
聞
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
期
間
の

E
数
は
、
同
条
の
期
間
に
算
入
し
な
い
。

第
四
節
審
査
誇
求

(
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
)

第
四
十
五
条
開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
、
利
用
停
止
等
決
定
等
又
は
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
若
し
〈

は
利
用
停
止
等
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
審
査
誇
求
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
(
平
成
二
十

六
年
法
律
第
六
十
八
号
)
第
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
三
重
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
(
平
成
二
十
九
年
三
重
県
条
例
第
一
号
)

第
三
条
第
二
世
に
規
定
す
る
三
重
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
(
次
条
及
び
第
五
十
一
条
に

お
い
て
「
審
査
会
」
と
い
う
。
)
に
諮
問
し
な
い
と
き
(
次
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
徐
く
。
)
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
審
査
会
へ
の
諮
問
)

第
西
十
六
条
開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
、
利
用
停
止
等
決
定
等
又
は
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
若
し
く

は
利
用
停
止
等
請
求
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
審
査
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
議
長
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
審
査
会
に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
審
査
誇
求
が
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
場
合

二
裁
決
で
、
審
査
請
求
の
全
部
を
認
容
し
、
当
該
審
査
誇
求
に
係
る
保
有
偲
人
情
報
の
全
部
を
開
示

す
る
こ
と
と
す
る
場
合
(
当
該
保
有
個
人
ト
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る

場
合
を
除
く
。
)

三
裁
決
で
、
審
査
請
求
の
全
部
を
認
容
し
、
当
該
審
査
誇
求
に
係
る
保
有
伺
人
情
報
の
訂
正
を
す
る

こ
と
と
す
る
場
合

四
裁
決
で
、
審
査
請
求
の
全
部
を
認
容
し
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
等

を
す
る
こ
と
と
す
る
場
合

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
し
た
場
合
に
は
、
議
長
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
諮
問
を
し
た
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
審
査
請
求
人
及
び
参
加
入
(
行
政
不
服
審
査
法
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
参
加
入
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

二
開
示
請
求
者
、
訂
正
請
求
者
又
は
利
用
停
止
等
誇
求
者
(
こ
れ
ら
の
者
が
審
査
請
求
人
又
は
参
加

人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
)

三
当
該
審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を
提
出
し
た
第
三
者
(
当

該
第
三
者
が
審
査
請
求
人
又
は
参
加
入
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
)

遅
滞
な
く
、

延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
書
面
に
よ
り

4 
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(
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
を
棄
却
す
る
場
合
等
に
お
け
る
手
続
等
)

第
四
十
七
条
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
裁
決
を
す
る
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一
開
示
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
を
却
下
し
、
又
は
棄
却
す
る
裁
決

二
審
査
請
求
に
係
る
開
示
決
定
等
(
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
旨
の
決

定
を
除
く
。
)
を
変
更
し
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
開
示
す
る
旨
の
裁
決
(
第
三
者

で
あ
る
参
加
入
、
が
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限

る
。
)第

五

章

雑

則

(
適
用
徐
外
)

第
四
十
八
条
保
有
個
人
情
報
(
不
開
示
情
報
を
専
ら
記
録
す
る
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
)
の
う
ち
、
ま
だ
分
類
そ
の
他
の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
で
、
同
一
の
利
用
目
的
に
係
る
も

の
が
著
し
く
大
量
に
あ
る
た
め
そ
の
中
か
ら
特
定
の
保
有
億
人
情
報
を
検
索
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難

で
あ
る
も
の
は
、
第
四
章
(
第
四
節
を
徐
く
。
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
保
有
さ
れ
て
い

な
い
も
の
と
み
な
す
。

(
開
示
請
求
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
等
)

第
四
十
九
条
議
長
は
、
開
示
誇
求
、
訂
正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
誇
求
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
関

示
請
求
等
」
と
い
う
。
)
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
容
易
か
つ
的
確
に
開
示
請
求
等
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
予
、
保
有
個
人
情
報
の
特
定
そ
の
他
開
示
請
求
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
利
便
を
考
慮
し

た
適
切
な
措
置
を
誘
、
ず
る
も
の
と
す
る
。

(
個
人
情
報
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
処
理
)

第
五
十
条
議
長
は
、
議
会
に
お
け
る
個
人
情
報
、
仮
名
加
工
情
報
又
は
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
関

す
る
苦
情
の
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
審
査
会
へ
の
諮
問
)

第
五
十
一
条
議
長
は
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
意
見

を
聴
く
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
査
会
に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
施
行
の
状
況
の
公
表
)

第
五
十
二
条
議
長
は
、
毎
年
度
、

も
の
と
す
る
。

(
委
任
)

第
五
十
三
条

定
め
る
。

こ
の
条
例
の
施
行
の
状
況
を
取
り
ま
と
め
、

そ
の
概
要
を
公
表
す
る

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
条
例
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が

第

六

章

罰

則

第
五
十
盟
条
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
第
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
五
条
第
五
項
の
委
託

を
受
け
た
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
又
は
議
会
に
お
い
て
個
人
情
報
、
仮

名
加
工
情
報
若
し
く
は
陵
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
若
し
く
は
従
事
し
て

い
た
派
遣
労
働
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
倒
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
第
二

条
第
四
号
イ
に
係
る
億
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
(
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を

含
む
。
)
を
提
供
し
た
と
き
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
文
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
五
条
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
保
有
個
人
情
報
を
自
己
若
し
く

ー占
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は
第
三
者
の
不
乏
な
利
益
を
函
る
呂
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
六
条
職
員
が
そ
の
職
擦
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
呂
的
で
個
人

の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
一
年
以

下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
七
条
前
三
条
の
規
定
は
、
県
の
区
域
外
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
条
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す

る。

一
年
以
下
の
懲
役
又
は

第
五
十
八
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
決
定
に
基
づ
く
保
有
個
人
情

報
の
開
示
を
受
け
た
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附

則

(
施
行
期
日
)

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
項
の
規
定
は
、
刑
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
)
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
経
過
措
置
)

2

三
重
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
(
令
和
四
年
三
重
県
条
例
第
四
十
七
号
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
行
条
例
」
と
い
う
。
)
の
施
行
の
際
現
に
議
会
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い

る
施
行
条
例
附
則
第
二
項
に
よ
る
廃
止
前
の
三
重
県
個
人
情
報
保
護
条
例
(
平
成
十
四
年
三
重
県
条
例

第
一
号
。
次
項
に
お
い
て
「
洞
条
例
」
と
い
う
。
)
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

開
示
請
求
、
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
請
求
及
び
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利

用
停
止
等
請
求
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
重
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
(
次
項
及
び
的
知
第
四
項
に
お
い
て

「
新
条
例
」
と
い
う
。
)
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
、
第
一
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
訂
正
請
求
及
び
第
三
十
九
条
第
一
墳
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
等
誇
求
と
み
な
す
。

3

施
行
条
例
の
施
行
前
に
議
会
が
行
っ
た
旧
条
例
第
二
十
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
、
第
三

十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
決
定
等
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
利
用
停
止
等
決
定
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
条
例
第
二
十
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
、

第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
決
定
等
並
び
に
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
等
決
定
等
と
み
な
す
。

(
新
条
例
の
一
部
改
正
)

4

新
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改

正
す
る
。

改

第
五
十
四
条
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
第
一
第
五
十
四
条
職
員
若
し
く
は
織
員
で
あ
っ
た
者
、
第

九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
五
条
第
五
項
の
委
託
一
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
五
条
第
五
項
の
委
託

を
受
け
た
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
を
受
け
た
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従

事
し
て
い
た
者
又
は
議
会
に
お
い
て
個
人
情
報
、
仮
事
し
て
い
た
者
又
は
議
会
に
お
い
て
個
人
情
報
、
仮

名
加
工
情
報
若
し
く
は
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
名
加
工
情
報
若
し
く
は
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い

に
従
事
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
若
し
く
は
従
事
し
に
従
事
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
若
し
く
は
従
事
し

て
い
た
派
遣
労
働
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
で
い
た
派
遣
労
働
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の

に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
第
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
第

改

正

後

正

高言
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二
条
第
四
号
イ
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
(
そ
の
一
二
条
第
四
号
イ
に
係
る
偲
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
(
そ
の

全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を
一

j

全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を

含
む
。
)
を
提
供
し
た
と
き
は
、
二
年
以
下
の
捌
剣
一
含
む
。
)
を
提
供
し
た
と
き
は
、
二
年
以
下
の
創
判
明

刑

又

は

百

万

円

以

下

の

罰

金

に

処

す

る

。

一

又

は

百

万

円

以

下

の

罰

金

に

処

す

る

。

第
五
十
五
条
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
一
第
五
十
五
条
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に

関
し
て
知
り
得
た
保
有
個
人
情
報
を
自
己
若
し
く
一
関
し
て
知
り
得
た
保
有
個
人
情
報
を
自
己
若
し
く

は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
一
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、

又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
捌
剰
刺
又
は
一
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
一
年
以
下
の
倒
倒
又
は
五

五

十

万

円

以

下

の

罰

金

に

処

す

る

。

一

十

万

円

以

下

の

罰

金

に

処

す

る

。

第
五
十
六
条
職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
専
ら
一
第
五
十
六
条
職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
専
ら

そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
目
的
で
個
人
一
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
目
的
で
個
人

の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
面
一
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
面

又
は
電
磁
的
記
録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
一
又
は
電
磁
的
記
録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下

の
制
剰
刺
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
一
の
鎖
倒
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

(
三
重
県
情
報
公
開
・
億
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
)

5

三
重
県
情
報
公
開
・
億
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
(
平
成
二
十
九
年
三
重
県
条
例
第
一
号
)
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
槻
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一る用二(

僧 ると (等い震のに第実条年 。言吾条定

号 人 同い平のう累保よー施例三諮 の 義

1背 条う成う J 条護り項機」重間
zJEt阜」、曲、~

以 報 第 J 十 ち 第 例 に 奇 書若関と県庁 義の
下 保 一第五、=第関問しのい条一 は条

改

議τ~ 
議 項百年個条凶すしく う う 例 ニ

、伊j

条 の五法人第十るたはち J 第重
当 に

例 規条律情一七法も第 市 第 四 県
該ぉ

条
令

各ぃ 正
ザリ 星第第報項号律の二報ー十情 号て五 。施 一一報」

手口 三 十の に以 行文 士公条寺公
と し項七 f呆規下条竺ニ開第。関 定次 後し、

年 くに 護定 ニ条 条 一 以 め の
つ 性ぉ 号弓 にす 施「 例(重第例項下前品 る各。

) 重 ニい以関る行令県一第に~ ~ と号

第 県 重て下す県条和個項二 規 情 平
四 条 県準 る の例四人の十定報成 ろ 掲

十 伊i議府長法機」年情規 ー す 公 十 にげ
ノー」、第 会す」律関と三報定条る開一 よる

第
一る用ニ(

をると(等い重のに第実条年 言吾条定

い同い平のう県保よー施例三諮 の 義

う条ラ成う J 条護り項機」震関 ，1宮=二、 、.、~

。第 J 十ち第例に諮若 関 と 県 庁 義の

一 第五、=第関問しのい条一 は 条 改
項百年個条四すしくうう例ニ

、例

の五 法 人 第 十 る た はち J 第重
当 に

規条律情一七法も第申第四県
該ぉ

定第第報項号律の二報ー十情
各ぃ 五

玉 。施 一一報 号て
に三十のに以行又士公条号公
よ項七保規下条性ニ開第。開 定次 前
りに 護定 ニ条条一以 め の
諮おそにす長問重第 例 項 下 条 る 各
聞い以関る行令県一第 に 「 ザ (リ と号
して下す県条手口偲項二規情平
た準 る の 例 l 1 ! l人の十定報成 ろ 掲
も 用長法機」年情規ーす公十 にげ
の す」律関と=報定条る関一 よる

トa
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斜
矧
↓
明
釧
矧
矧
に
よ
り
諮
問
し
た
も
の
を
い

ぷ
ノ

四[二

(
絡
)

剰
刺
司
側
樹
個
人
情
報
割
以
同
斜
倒
刷
用
一

銅
同
制
叫
矧
創
利
引
開
剥
洲
創
矧
ォ
誠
判
明
出
刑
制
問
第

司
↓
叶
』
川
斜
矧
↓
項
凶
矧
創
刑
判
制
剖
判
創
割
引
必

削
謝
剣
斜
側
鎖
叫
刊
ヨ
斜
剣
↓
域
同
矧
矧
利
引
引

利
用
倒
判
斜
刻
創
矧
叫
側
引
側
判
倒
刈
伺
制
ベ
剖
鵡

剣
剣
側
斜
ゴ
剣
矧
4
4
4引
同
矧
娼
制
引
倒
制
倒
川
川

淵
矧
剖
吋
パ
引
斗
剖
川
引
吋
i

(
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
が
あ
っ
た
場
合
の
答

. 

(
略
)

条

(
第
三
者
か
ら
の
審
査
誇
求
が
あ
っ
た
場
合
の
答

申

申

第
十
条
審
査
会
は
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
四
一
第
十
条
審
査
会
は
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
四
号

号
、
情
報
公
開
条
例
ー
吋
詞
矧
叶
胡
刻
制
調
斜
刻
一
刻
凶
情
剥
州
制
斜
倒
錯

2
2
m矧
」
l

割
に
規
定
す

倒
矧
斗
什
斜
剣
叫
到
に
規
定
す
る
開
示
決
定
等
に
一
る
開
示
決
定
等
に
対
す
る
第
三
者
(
当
該
開
示
決
定

対
す
る
第
三
者
(
当
該
開
示
決
定
等
に
係
る
法
第
八
一
等
に
係
る
法
第
八
十
六
条
第
二
明
民
側
倒
刺
例
制

十
六
条
第
一
項
品
銅
剣
瞬
斜
側
斜
什
吋
斜
矧
↓
胡
…
斜
側
創
刊
封
斜
矧
「
斗
引
に
規
定
す
る
第
三
者
を
い

別
刷
銅
剣
斜
倒
剣
ゴ
叶
川
斜
剣
↓
d
引
に
規
定
す
る
一
ぅ
。
)
か
ら
の
審
査
請
求
に
係
る
諮
問
が
あ
っ
た
と

第
三
者
を
い
う
。
)
か
ら
の
審
査
請
求
に
係
る
諮
問
一
き
は
、
他
の
事
件
に
優
先
し
て
調
査
審
議
し
、
早
期

が
あ
っ
た
と
き
は
、
他
の
事
件
に
優
先
し
て
調
査
審
一
の
答
申
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

議
し
、
早
期
の
答
申
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

(

審

資

会

の

調

査

権

限

)

一

(

審

査

会

の

調

査

権

限

)

第
十
一
条
審
査
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
一
第
十
一
条
審
査
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
諮
問
庁
に
対
し
、
公
文
書
!
側
帯
倒
刈
倒
割
刻
一
は
、
諮
問
庁
に
対
し
、
公
文
書
珂
凶
例
制
倒
ペ
倒
綱

同
韻
斜
側
樹
側
ベ
伺
剰
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
一
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
何
人
も
、
審
査
一
い
て
は
、
何
人
も
、
審
査
会
に
対
し
、
そ
の
提
示
さ

会
に
対
し
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
公
文
童
六
倒
矧
倒
ペ
一
れ
た
公
文
書
刻
同
倒
制
倒
ペ
儒
剰
の
開
示
を
求
め

潤
判
別
同
調
斜
倒
相
側
ペ
儒
織
の
跨
示
を
求
め
る
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
と
が
で
き
な
い
。

(
略
)

2 

(
賂
)

2 

審
査
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
諮
一
3

審
査
会
は
、
必
婆
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
諮

問
庁
に
対
し
、
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
」
椅
庁
に
対
し
、
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
刻

側
樹
倒
刈
倒
矧
刻
同
謝
斜
倒
制
倒
刈
伺
剰
に
含
ま
一
同
倒
制
倒
刈
岡
剰
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
の
内
容

れ
て
い
る
情
報
の
内
容
を
審
査
会
の
指
定
す
る
方
一
を
審
査
会
の
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
分
類
又
は
整

法
に
よ
り
分
類
又
は
整
理
し
た
資
料
を
作
成
し
、
審
一
理
し
た
資
料
を
作
成
し
、
審
査
会
に
提
出
す
る
よ
う

査
会
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

(

略

)

一

4

(

路
)

(

委

員

等

に

よ

る

調

査

手

続

)

一

(

委

員

等

に

よ

る

調

査

手

続

)

第
十
四
条
審
査
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
一
第
十
四
条
審
査
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員
に
、
第
十
は
、
そ
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員
に
、
第
十

3 

"" トa



一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
公
文
書
1

側
樹
倒
刈
儒
制
樹

u
d同
謝
斜
側
斜
側
川
儒
織
を

関
覧
さ
せ
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
さ

せ
、
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請

求
人
等
の
意
見
の
陳
述
を
穂
か
せ
る
こ
と
が
で
き

る。

別
表
(
第
三
十
一
条
関
係
)

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
公
文
書

割

u
d凶
側
相
側
刈
倒
剰
を
槌
覧
さ
せ
、
同
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
さ
せ
、
又
は
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
人
等
の
意
見
の
陳

述
を
穂
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

記 l土
区

録篭 図文

及 磁 画 委
分

び 的 又

も電 (三)のに)限き((ー)限大の複
るき交写

掲 の滋不 の 電 るさ臼用 J さ付機
げ

の的関 ノチ、マ 磁 )の本 の(に
る

視記示 イ寸的 用産紙 用 日 よ 開
場

聴録情 紙業に 紙本り 刀て
J口〉、 記

を規出 を産用 の
以 又報 録

外 はが 媒
用格力 用差紙

実

の こ記 体 い A し い格に
施

て三た の
も れ録 て A 中夏 方
の をさ 複 行判も 行士=写 法

複れ 写 う以の う判し
写て し も下の も以た
しい た の の 交 の下も
た る も に大付 にのの

作 めさ電 す篭 カ 自 カ 白

成 にれ滋 る磁 フ 黒 プ 黒

要て的 額的 の の

要 すい記 記 の 場 の 場
す るる録 録 場 戸日、 場 合
る 費部か 媒 A日、 ノ日¥ 

費費 用分ら 体
用 にを不 の 枚 枚 用

相 区 開 目草 枚 枚 の

科目 当分示 入
Jコ Jコ額

当 すし情 経 ベコ 十き
つ き

す るて幸匠 費
き き 十

る 額 除 が 四 円 四 円

額
く 記 本吉

十 十

た録 当
円 円

備
考

区
分
一
及
び
区
分
二
付
の
場
合
に
お
い
て
、
用
紙
の
両
面
を
使
用
す
る
と
き
は
、
片
面
を
一
枚

と
し
て
費
用
の
額
を
算
定
す
る
。

ニ
区
分
一
及
び
区
分
二
付
の
場
合
に
お
い
て
、
日
本
産
業
規
格

A
一
二
戦
を
超
え
る
大
き
さ
の
用
紙

を
用
い
る
と
き
は
、
日
本
産
業
規
格

A
三
判
に
相
当
す
る
大
き
さ
で
換
算
し
た
枚
数
分
の
費
用
の

額
と
す
る
。

三
県
以
外
の
も
の
に
委
託
し
て
写
し
等
を
作
成
し
た
場
合
に
お
け
る
費
用
の
額
は
、
本
表
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
委
託
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

提
案
理
由

議
会
の
事
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
遼
営
を
図
り
つ
つ
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
、
議
会
が

保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
等
を
求
め
る
個
人
の
権
利
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
議
会
に
お
け
る
傍
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

こ
の

トa
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資料2

令和5年第1回三重県議会定例会提出予定議案概要(追加提案姐そのお

区 分 件 名 概 要

予 算

そ条の他例議案案
3件 議案22f牛
2件

三報ロ沼ひ 定 。件
t仁t三 1件

提 出 日件
言十 23fヰ

。予算
(17件)

総務部 I [議案第 51 号]令和4年度三重県一般会計補正予算(第11号)
(補正額 約 165億円)

[議案第 52 号]令和4年度三重県県債管理特別会計補正予算(第2号)
(補正額 約 15億円)

[議案第 53 号]令和4年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会
計補正予算(第1号)

(補正額 約企16億円)

{議案第 54 号}令和4年度三重県国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
{補正額 約企10億円)

{議案第 55 号]令和4年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計補
疋予算(第2号)

(補正額 約企120万円)

[議案第 56 号]令和4年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計補正予算

[議案第 57

[議案第 58

{議案第 59

[議案第 60

{議案第 61

[議案第 62

(第3号)

(補正額 約 A7，092万円)

号]令和4年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計補正予算(第2号)

(補正額 約 1万円)

号]令和4年度三重県地方卸売市場事業特別会計補E予算(第2号)
(補正額 約 A1，811万円)

号}令和4年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)
(補正額 約 A2，171万円)

号]令和4年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)

(補正額 約 A14万円)

号}令和4年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計補正予算
(第2号)

(補正額 約 A669万円)

号]令和4年度三重県港湾整備事業特別会計補正予算(第2号)
(補正額 約 76万円)
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IR 分

予算 |鯨第 63 号]令和4年度二重県水道事業会計補正予算慨号)
つづき (補正額 約 ....2億円)

{議案第 64 号]令和4年度一重県工業用水道事業会計補正予算(第3号)
(補正額 約 ....5億円)

[議案第 65 号]令和4年度L重県霞気事業会計補正予算悌号)
(補正額 約 ....1億円)

[議案第 66 号]令和4年度二重県病院事業会計補正予算(第3号)
(補正額 約 ....5億円)

[議案第 67 号]令和4年度一重県流域下水道事業会計補正予算(第4号)
(補正額 約 ....1，626万円)

。条例案
(3件)I[議案第 68 号]

総務部 i三重県公共施設等総合管理 みえ公共施設等総合管理基本方針等に基づき、県の公共施
設等について長寿命化を図るための改修、更新その他総合的
な管理に要する経費の財源に充てるため、三重県公共施設等
総合管理推進基金を設置するものである。

推進基金条例案

[議案第 69 号]

(公布の日から施行)
(制定内容)

基金の設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運用等につ
いて規定する。

子ども・福祉部lこど、も家庭庁設置法の施行に| こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法
{半う関係法律の整備に関するi律及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部
法律及び児童福祉施設の設|を改正する省令等の施行に鑑み、関係条例の規定を整備する
備及び運営に関する基準等|ものである。
の一部を改正する省令等の
施行に伴う関係条例の整備
に関する条例案

(令和5年4月1日(一部公布の日)から施行)
(内容)

(1) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども閣の認定要件等に関する条
例において、自動車を運行する場合の所在の確認の規定等を整備すると
ともに、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の
施行に伴い規定を整理する。

(2) 次に掲げる条例において、懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を削ると
ともに、安全計画の策定等、自動車を運行する場合の所在の確認の規定
等を整備する。

①三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

②三重県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する
基準等を定める条例

③三重県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を
定める条例

(3) 幼保連携裂認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する
基準を定める条例において、懲戒に係る権限の滋用禁止の規定を削るとと
もに、業務継続計闘の策定等の規定等を整備する。
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区 分

地域連携部

。その他議案

件名

{議案第 70 号]
三重県国民体育大会・全国
障害者スポーツ大会運営基
金条例を廃止する条例案

(2件)I[議案第 71 号]
農林水産部 |農林水産関係建設事業に対

する市町の負担について

概要

第76回国民体育大会及び第21回全国障害者スポーツ大会
に係る事業の終了に伴い、三重県国民体育大会・全国障害者
スポーツ大会運営基金条例を廃止するものである。

(令和5年4月1日から施行)

令和4年度において県の行う農林水産濁係建設事業は、市町
内の公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するも
のであり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部について、
当該市町に負担を求めるものである。
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区 分 件 名 概 要

{議案第 72 号]
県土整備部 土木関係建設事業に対する 令和4年度において県の行う土木関係建設事業は、市町内の

市町の負担について 公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するもので
あり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部について、当該
市町に負担を求めるちのである。

。報告
(1件)[報告第 5 号]

企業庁 議会の議決すべき事件以外 地方公営企業の業務に関する予定価格5億円以上の工事又
の契約等について は製造の請負の契約の変更

[契約名称] RDF焼却・発電施設撤去工事
[履行場所1 桑名市多度町カ尾地内
[契約金額] 変更前 1，870，790，900円

変更後 1，798，757，400円
[契約方法l 随意契約
[契約の相手方の住所及び氏名]

津市北丸之内12番
安藤・閲・日本土建・ナガシマ特定建設工事
共同企業体

代表者
株式会社安藤・間三重営業所
所長横山英樹

[変更契約締結の年月日]
令和5年1月31日

[契約期間] 令和3年1月28Elから
令手口5年3月24日まで
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資料3

令和 5年第 1固定例会 2月定例月会議

議案聴取会日程(案)

1 開催年月日 令和 5年 3月 2日(木)

本会議散会後

2 場 所全員協議会室

3 聴 取順

所管名 議案 報告 備考 | 

総務部 。
デジタル社会推進局 。
防災対策部 。
戦略企画部 。
警察本部 。
病院事業庁 。
企業庁 。 。
匿療保健部 。
子ども・福祉部 。
環境生活部 。
地域連携部 。
農林水産部 。
雇用経済部 。
県土整備部 。
教育委員会 。
部外 。

※部外人事委員会事務局、監査委員事務局、出納局、

議会事務局
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令和 5年第 1回定例会 2月定例月会議請願(陳情)受理状況一覧表

区分 総数 採択 一部採択 不採択 審査中 継続審査 審議未了 その他

新規分 6 

継続分 1 

計 7 

(請願)

(新規分)

ι0 
4 

所管 受理
イ牛 名 提 出 者 紹介議員 備 考

委員会 番号

戦略企
政府の軍事拡大政策への反対を求めるこ 津市乙部 14-18 山本塁呑

直雇用 言青 58
とについて 三重県平和委員会 稲森稔尚

経済
日中茂実

「より良い保育」のために制度改善・支援 津市寿町7-50 みえ平和と労働会館内 山本里香

を国に求めることについて コ重県労働組合総連合(みえ労連) 稲森稔尚

医療保
議長新家忠文

健子ど
言青 59 四日市市西日野町八幡 1551-1 ことり

も楢ネ止
保育関内

病院
三重県保育団体連絡会

会長後藤剛

崎
並
十
h
H



u) 

M 

所管

委員会

医療保

健子ど

も福祉

病院

防災県

土整備

企業

教育警

察

教育警

察

受理

番号

請 60

請 61

言青 62

誇 63

件 名

新型コロナワイノレス感染症から国民の命

を守る対策の強化を求めることについて

オスプレイの明野駐屯地飛来の差し止め

と常駐使用をさせないことを求めること

について

学校給食及び昼食における「心身の健康の

増進と豊かな人間形成Jの実現を求めるこ

とについて

マスク着用の有無による差別・偏見等防止

の啓発及び換気システム導入等に関する

ことについて

提 出 者 紹介議員 備 考

津市柳山津興 1535-23 山本恩香

一重県社会保障推進協議会 稲森稔尚

会長林友信

津市乙部 14-18 山本塁香

コ重県平和委員会 稲森稔尚

問中茂実

四日市市東阿倉)11808-3 ) 11ロ p3 

全国有志子どもを思う会 中瀬古初美

三重支部代表片山愛里 小島智子

稲垣昭義

四日市市東阿倉)11808-3 )11 p 円

全国有志子どもを思う会 中瀬古初美

二重童文部代表片山 愛A 小島智子

稲垣昭義



c..:> 
c..:> 

所管

委員会

環境生

活農林

水産

(継続分)

受理
件 名

番号

旧統一協会・勝共連合と政治家との癒着究

明・被害者救済を求める意見書を求めるこ

とについて

言青 53

提 出 者 紹介議員 備 考

津市寿町7-50 山本里香

平和・民主・革新の日本をめざすニ重の 稲森稔尚

会(略称・三重県革新懇)

代 表 世 話 人 大 野章



(陳情)

受付番号 仲
ナ，

aA-1-
名 提出者 備考

18 

75歳以上の医療費窓口負担について県

独自の公費助成を求めることについて

19 

む3
.j>包

三主重県立学校における空調の使用に関

することについて

20 

政党機関紙の公費(税金)購読の自粛を

求めることについて



2月24日の議事予定

開議

諸報告

日程第1 県政に対する質問

〔一般質問〕

休会の件

散会

予算決算常任委員会

議会運営委員会
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